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平成29年度「市・県民税」申告相談

平
成
29
年
度
「
市
・
県
民
税
」

申
告
相
談

◎
申
告
に
関
す
る
ご
相
談
、
お
問
い
合
わ
せ

　
　
　

税
務
課
市
税
係　
☎
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‐
１
１
１
６

２
月
６
日
〜
３
月
15
日

２
月
６
日
〜
３
月
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日

申
告
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程

申
告
日
程（
北
秋
田
市
）

（
北
秋
田
市
）

　
「
平
成
29
年
度
市
・
県
民
税
申
告
」
は
、
平
成
28
年
中
の
収
入
や
控

除
に
つ
い
て
申
告
し
て
い
た
だ
く
も
の
で
す
。

　
地
区
ご
と
に
申
告
日
が
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、日
程
表（
11
ペ
ー

ジ
）
を
確
認
の
う
え
、
指
定
の
会
場
で
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
申
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
方
が
未
申
告
の
場
合
、
各
種

届
け
出
や
申
請
に
必
要
な
証
明
書
の
交
付
が
受

け
ら
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
国
民
健
康
保
険
税
、

介
護
保
険
料
の
算
定
や
国
民
年
金
・
福
祉
・
保

育
等
の
各
種
判
定
に
お
い
て
不
利
益
が
生
じ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
申
告
が
必
要
な
方
は

必
ず
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　　
平
成
29
年
１
月
１
日
現
在
、
北
秋
田
市

に
お
住
ま
い
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
方

①
営
業
、
農
業
、
そ
の
他
の
事
業
や
不
動

産
業
を
営
ん
で
い
る
方

②
小
作
料
、
配
当
、
譲
渡
、
一
時
所
得
な

ど
が
あ
っ
た
方

③
給
与
所
得
者
で
次
に
該
当
す
る
方

▽
２
か
所
以
上
の
事
業
所
か
ら
給
与
を
受

け
た
方
で
年
末
調
整
を
行
っ
て
い
な
い

方
や
年
度
途
中
に
退
職
し
た
方

▽
医
療
費
控
除
、
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
、
寄

付
金
控
除
な
ど
を
受
け
る
方

④
公
的
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
で
、
次

に
該
当
す
る
方

▽
生
命
保
険
料
・
地
震
保
険
料
控
除
、
医

療
費
控
除
、
扶
養
控
除
な
ど
の
各
種
所

得
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
方

◇
収
用
等
に
よ
る
譲
渡
所
得
が
あ
る
方
へ

　
特
別
控
除
の
適
用
で
譲
渡
所
得
が
生
じ

な
い
場
合
で
も
、
国
民
健
康
保
険
税
の
軽

減
判
定
や
扶
養
控
除
の
可
否
判
定
は
、
特

別
控
除
前
の
合
計
所
得
金
額
で
行
い
ま
す

の
で
、
申
告
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

①
税
務
署
に
所
得
税
の
確
定
申
告
書
を
提

出
さ
れ
る
方

②
給
与
所
得
以
外
に
所
得
が
な
く
、
職
場

で
年
末
調
整
を
済
ま
せ
て
い
る
方

③
市
内
に
居
住
し
て
い
る
親
族
の
扶
養
親

族
に
な
っ
て
い
る
方

④
公
的
年
金
等
以
外
の
収
入
が
無
い
方
で
、

各
種
所
得
控
除
の
適
用
を
受
け
な
い
方

　
平
成
28
年
中
に
所
得
が
無
か
っ
た
方

や
障
害
者
年
金
、
遺
族
年
金
な
ど
の
非

課
税
所
得
の
み
の
方
で
も
、
国
民
健
康

保
険
税
等
の
軽
減
判
定
や
所
得
証
明
書

な
ど
の
税
に
関
す
る
証
明
書
の
交
付
を

受
け
る
た
め
に
は
申
告
が
必
要
で
す
。

〇
詳
し
く
は
次
ペ
ー
ジ
の
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー

ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
前
年
中
に
給
与
・
賞
与
等
の
支
払
い
を

し
た
事
業
所
は
、
１
月
31
日
ま
で
に
前
年

中
の
給
与
所
得
の
金
額
、
そ
の
他
必
要
な

事
項
を
当
該
給
与
の
支
払
を
受
け
て
い
る

方
の
居
住
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
申
告
相
談
を
円
滑
に
行
う
た
め
、
早
め

の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

 

◆
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
方

 

◆
申
告
す
る
必
要
の
な
い
方

 

◆
事
業
主
の
み
な
さ
ま
へ

 

◆
市
役
所
等
で
発
行
し
て
い
る

　

 

申
告
に
必
要
な
書
類

■
電
子
申
告（
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
）が
便
利
で
す

　
申
告
会
場
に
出
向
か
な
く
て
も
、
国

税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
確
定
申
告
書
等

作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
、
所
得
税
や
消
費

税
の
申
告
書
、
青
色
申
告
決
算
書
、
収

支
内
訳
書
な
ど
を
作
成
し
、
直
接
電
子

申
告
（
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
）
で
提
出
す
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

（http://w
w
w
.nta.go.jp

）

■
農
業
の
申
告
を
さ
れ
る
方
へ

　
農
業
所
得
は
、
す
べ
て
収
支
計
算
に

よ
り
求
め
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
自
分
で
収
支
内
訳
書
を
作
成
で
き
な

い
方
は
、
収
支
計
算
ノ
ー
ト
等
、
収
支

が
わ
か
る
書
類
と
領
収
書
を
お
持
ち
い

た
だ
く
か
、
事
前
に
農
協
等
の
指
導
を

受
け
て
収
支
内
訳
書
を
作
成
し
、
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

《
農
業
所
得
収
支
計
算
説
明
会
》

　
農
業
所
得
の
申
告
を
さ
れ
る
方
を
対

象
に
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

【
北
秋
田
市
会
場
】

日
時　
平
成
29
年
１
月
17
日（
火
）

　
　
　

13
時
30
分
〜
15
時
30
分

場
所　
北
秋
田
市
交
流
セ
ン
タ
ー

 

お
問
い
合
わ
せ

　
大
館
税
務
署（
大
館
市
赤
館
町
２‐
16
）

　
　
　
☎
０
１
８
６‐
42‐
０
６
７
１

　
○
社
会
保
険
料
の
納
付
確
認
書

　
国
民
健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
、
介
護
保
険
料
の
納
付
を
口
座
振

替
さ
れ
て
い
る
方
で
、
平
成
28
年
中
の
保

険
料
納
付
額
確
認
書
が
必
要
な
方
に
は
、

本
庁
及
び
各
総
合
窓
口
セ
ン
タ
ー
で
無
料

交
付
し
て
ま
す
。

※
交
付
申
請
に
は
本
人
確
認
資
料
が
必
要

で
す
。

○
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書

　
平
成
28
年
中
に
新
た
に
寝
た
き
り
等
の

状
態
に
な
り
、
か
つ
障
害
者
手
帳
等
の
交

付
を
受
け
て
い
な
い
方
を
障
害
者
控
除
に

適
用
す
る
場
合
は
、
医
師
の
診
断
に
よ
る

証
明
書
等
又
は
福
祉
課
地
域
障
が
い
福
祉

係
か
ら
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
の
交

付
を
受
け
、
申
告
会
場
等
に
お
持
ち
く
だ

さ
い
。

※
寝
た
き
り
等
の
状
態
…
常
に
就
床
を
要

し
、
複
雑
な
介
護
を
要
す
る
人

■
税
務
署
で
確
定
申
告
を
さ
れ
る
方
へ

　
申
告
相
談
期
間（
土
日
祝
日
を
除
く
）

　
　

２
月
16
日
〜
３
月
15
日

　
﹇
時
間
﹈　
９
時
〜
17
時

※
16
時
前
の
来
場
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

 

◆
大
館
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

 

◆
大
館
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

※

給与は１か所からのみで、
年末調整をしましたか？

○　申告確認チェックシート　○○　申告確認チェックシート　○

申
告
が
必
要
と
思
わ
れ
ま
す

申
告
は
不
要
と
思
わ
れ
ま
す

申
告
は
不
要
と
思
わ
れ
ま
す

平成 29 年１月１日現在で北秋田市
に住んでいましたか ?

所得税の確定申告書を税務署に提
出 ( 又は電子申告 ) しますか？

平成 28 年 1 月から12月まで
の間に収入がありましたか？

市・県民税の申
告は不要です。

１月１日現在の住所地の市町村に
申告が必要な場合があります。

収入は給与や公的年金以外に
も、営業・農業・不動産など、
その他の収入がありますか？

北秋田市内に住んでいる親族に扶養
されていますか？

年金収入が　65歳以上（Ｓ27.1.1 以前生まれ）で 148 万円以下
　　　　　　65歳未満（Ｓ27.1.2 以降生まれ）で 98万円以下　ですか？

収入は公的年金のみですか？

はい

いいえ

　チェックシートにより申告が不要となった方でも、国民健康保険に
加入している場合は申告が必要です。（４月 15日まで）

※国民健康保険税の申告

医療費控除などの所得控除等を申告しますか？

いいえ
いいえ

↓ココから始まります↓ココから始まります

いいえ

はい

はい

いいえ

はい

はい

いいえ はい
いいえ

いいえ

はい

はい

はい

いいえ


